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(54)【発明の名称】 超音波撮像装置

(57)【要約】
【課題】  広い領域について撮像した広域画像の一部を
指定して小領域画像を撮像する場合に、確実に所望の部
分について撮像することができる超音波撮像装置を提供
する。
【解決手段】  通常の手法で撮像されたカラードップラ
画像１９中から、詳細に観察する必要のある血流２１を
含むように小領域画像の撮像範囲を設定する。そして、
基準点２２を設定し、基準点２２を中心とする小領域に
対して超音波ビームを発信し、超音波ビームのエコーに
基づいて小領域画像であるカラードップラ画像２３を得
る。カラードップラ画像１９を参照しながら基準点２２
を設定するため、所望の領域について確実に小領域画像
を撮像することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  撮像対象に対して発信した超音波ビーム
のエコーに基づいて、前記撮像対象の広域画像並びに該
広域画像内に所在する所定サイズの小領域の画像を所定
の画像表示部に表示する超音波撮像装置であって、
前記画像表示部に表示された広域画像の所望の位置を基
準点として指示する基準点指示手段と、
前記基準点指示手段により基準点が指示された際に、該
基準点を中心とする小領域に対して前記超音波ビームを
発信し、該発信した超音波ビームのエコーに基づいて前
記小領域の画像を前記画像表示部に表示するよう制御す
る制御手段とを備えたことを特徴とする超音波撮像装
置。
【請求項２】  前記広域画像および前記小領域画像は、
発信した超音波ビームのエコーの周波数変位分布に基づ
いて形成されたカラードップラ画像であることを特徴と
する請求項１に記載の超音波撮像装置。
【請求項３】  前記広域画像および前記小領域画像は、
発信した超音波ビームのエコーの強度分布に基づいて形
成されたＢモード画像であることを特徴とする請求項１
に記載の超音波撮像装置。
【請求項４】  前記制御手段は、基準点指示手段により
基準点が指示された際に、前記広域画像の外周形状と相
似の形状を有する前記基準点を中心とする小領域に対し
て前記超音波ビームを発信することを特徴とする請求項
１、２または３に記載の超音波撮像装置。
【請求項５】  前記広域画像は、外周形状が四辺形形状
若しくは扇型形状からなり、前記小領域画像は、前記基
準点を中心として前記広域画像の外周のうち基準点との
距離が他辺と比較して短い２辺の一部領域を外周として
有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに
記載の超音波撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、撮像対象に対して
発信した超音波ビームのエコーに基づいて、前記撮像対
象の広域画像並びに該広域画像内に所在する所定サイズ
の小領域の画像を所定の画像表示部に表示する超音波撮
像装置に関し、特に、広い領域について撮像した広域画
像の一部を指定して小領域画像を撮像する場合に、確実
に指定した部分について撮像することができる超音波撮
像装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、撮像対象内に超音波ビームを発信
し、撮像対象からの反射波であるエコーを受信し、受信
したエコーから撮像対象物の内部構造を撮像する超音波
撮像装置が知られている。超音波撮像装置から撮像対象
に発信される超音波ビームは、人体に無害であるため、
特に人体の内部器官の診断等において、超音波撮像装置
による撮像がおこなわれている。
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【０００３】人体の内部器官の診断においては、静止し
た臓器の形状等を表示するＢモード画像と、血流や血管
壁のような、動いている組織を表示するカラードップラ
画像が一般に用いられる。したがって、従来の超音波撮
像装置では、Ｂモード画像信号を形成するＢモード処理
部と、カラードップラ画像信号を形成するカラードップ
ラ処理部が配置され、図７（ａ）に示すように、Ｂモー
ド画像３１とカラードップラ画像３２を交互に撮像し、
同一画面上に重ね合わせて表示している。
【０００４】ここで、撮像領域の選択は撮像者が観察し
たい領域、たとえば、人体の診断において病変部が存在
すると予想される領域を中心として一定の余裕を持った
領域を選択する。そして、撮像者が観察したい領域を含
む広い領域について撮像をおこない、Ｂモード画像と、
カラードップラ画像からなる広域画像を表示部に表示さ
せる。撮像者は、広域画像を観察することにより病変部
であると疑われる部分を検知する。そして、詳細な観察
をするために広域画像が表示する領域のうち、病変部と
疑われる部分を含む一部領域について、継続的に撮像を
おこない、小領域画像を得る。撮像者は、小領域画像を
詳細に観察することにより、病変部が存在するか否か、
存在するならばどの程度の疾患であるか、等について診
断を下す。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の超音波
撮像装置では、図７に示すようにして、小領域画像の撮
像をおこなう。すなわち、図７（ａ）において病変部の
疑いがある血流３３を広域画像であるカラードップラ画
像３２上に発見し、小領域画像が血流３３を含むように
小領域画像の撮像範囲を決定する。そして、図７（ｂ）
に示すように、広域画像の中心部に向かってカラードッ
プラ画像３２を縮小し、カラードップラ画像３４を得
る。その後、撮像面積は固定したまま、撮像領域全体を
血流３３の存在する領域に移動させることにより、小領
域画像であるカラードップラ画像３５を得ている。
【０００６】したがって、広域画像を表示した後に、小
領域画像を表示するまでには一定のタイムラグが生じ
る。すなわち、小領域画像の面積を指定している段階で
は、超音波撮像装置は広域画像の中心部を中心として、
小領域画像の面積と同一の面積からなる第３の画像を撮
像し、表示部に表示している。
【０００７】もし、小領域画像として表示したい部分が
第３の画像の撮像領域に一致しているならば、特に問題
は生じないが、病変部と疑われる部分が常に広域画像の
中心部に位置しているとは限らない。また、広域画像を
観察した際に、広域画像の端部領域において当初予期し
ていなかった新たな病変部を発見する場合もある。
【０００８】このような場合、広域画像の表示からすぐ
に小領域画像を表示できず、いったん第３の画像を表示
してしまうことによる問題が生じる。まず、第３の画像
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を表示している間、病変部と疑われる部分について画像
は表示されないという問題がある。そのため、たとえば
第３の画像が表示されている間に病変部と疑われる部分
が移動した場合には、その移動を検知することはでき
ず、小領域画像を表示した際にはすでに病変部は他の領
域に移動して観察することが不能となる。
【０００９】また、小領域画像の面積を設定する際に、
従来の方法では病変部と疑われる部分を十分にカバーす
るように小領域画像の面積を設定することが難しいとい
う問題がある。従来の方法では、病変部と疑われる部分
とは距離的に離れた、広域画像の中心部において小領域
画像の面積を設定する。したがって、面積の設定は撮像
者が、病変部と疑われる部分を確認しながら目視によっ
て設定せざるを得ず、実際に小領域画像を表示した際
に、病変部と疑われる部分の一部が欠けてしまうといっ
たことも起こり得る。この対策として、あらかじめ小領
域画像の面積を、病変部と疑われる部分の面積よりも十
分大きくなるように設定することが挙げられるが、そう
すると広域画像だけでなく小領域画像を撮像する効果が
薄れてしまうという問題が新たに生じる。
【００１０】さらに、従来の超音波撮像装置では、小領
域画像を表示する前に、一度第３の画像を撮像、表示す
るために画像の撮像において無駄な工程が生じるという
問題がある。すなわち、広域画像の中心部に病変部と疑
われる部分が存在しない場合、第３の画像においては病
変部と疑われる部分は表示されない。したがって、第３
の画像を撮像しても人体の診断において何ら寄与するこ
とはない。
【００１１】本発明は、上記問題点を解決するためにな
されたものであり、広い領域について撮像した広域画像
の一部を指定して小領域画像を撮像する場合に、確実に
所望の部分について撮像することができる超音波撮像装
置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、第１の観点にかかる発明は、撮像対象に対して発信
した超音波ビームのエコーに基づいて、前記撮像対象の
広域画像並びに該広域画像内に所在する所定サイズの小
領域の画像を所定の画像表示部に表示する超音波撮像装
置であって、前記画像表示部に表示された広域画像の所
望の位置を基準点として指示する基準点指示手段と、前
記基準点指示手段により基準点が指示された際に、該基
準点を中心とする小領域に対して前記超音波ビームを発
信し、該発信した超音波ビームのエコーに基づいて前記
小領域の画像を前記画像表示部に表示するよう制御する
制御手段とを備えたことを特徴とする。
【００１３】この第１の観点にかかる発明によれば、広
域画像内に所在する所定サイズの小領域画像を表示する
際に、広域画像内の所望の位置を基準点として指示して
小領域の画像を撮像することとしたため、小領域のサイ
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ズを指定してから撮像する場合と比較して、所望の小領
域についての画像を確実に撮像し、画像表示部に表示す
ることができる。
【００１４】また、第２の観点にかかる発明は、第１の
観点にかかる発明において、前記広域画像および前記小
領域画像は、前記小領域に発信した超音波ビームのエコ
ーの周波数変位分布に基づいて形成されたカラードップ
ラ画像であることを特徴とする。
【００１５】この第２の観点にかかる発明によれば、小
領域画像がカラードップラ画像であることとしたため、
カラードップラ画像の表示に必要な処理に関する負担を
軽減し、迅速に画像を表示することのできる超音波撮像
装置を提供することができる。
【００１６】また、第３の観点にかかる発明は、第１ま
たは第２の観点にかかる発明において、前記広域画像お
よび前記小領域画像は、発信した超音波ビームのエコー
の強度分布に基づいて形成されたＢモード画像であるこ
とを特徴とする。
【００１７】この第３の観点にかかる発明によれば、Ｂ
モード画像を小領域画像とすることで、装置の負担を軽
減し、迅速な画像の表示が可能な超音波撮像装置を提供
することができる。
【００１８】また、第４の観点にかかる発明は、第１、
第２または第３の観点にかかる発明において、前記制御
手段は、基準点指示手段により基準点が指示された際
に、前記広域画像の外周形状と相似の形状を有する前記
基準点を中心とする小領域に対して前記超音波ビームを
発信することを特徴とする請求項１または２に記載の超
音波撮像装置。
【００１９】この第４の観点にかかる発明によれば、広
域画像の外周形状と、小領域画像の外周形状とが相似の
形状となることとしたため発信する超音波ビームの方位
等を共通のものとすることができ、撮像効率のよい超音
波撮像装置を提供することができる。
【００２０】また、第５の観点にかかる発明は、第１か
ら第４のいずれか一つの観点にかかる発明において、前
記広域画像は、外周形状が四辺形形状若しくは扇型形状
からなり、前記小領域画像は、前記基準点を中心として
前記広域画像の外周のうち基準点との距離が他辺と比較
して短い２辺の一部領域を外周として有することを特徴
とする。
【００２１】この第５の観点にかかる発明によれば、小
領域画像の外周において、広域画像における外周と共通
部分を有することとしたため、小領域画像の撮像におけ
る超音波ビーム発信の条件が、広域画像の撮像における
ものと一部共通化することができ、迅速な撮像をおこな
うことができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態にかかる超音波撮像装置について詳細に説明す
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る。図１は、本実施の形態にかかる超音波撮像装置の構
造を示すブロック図である。また、図２は、カラードッ
プラ処理部４の構造を示すブロック図である。
【００２３】本実施の形態にかかる超音波撮像装置は、
図１に示すように、超音波探触子１と、超音波探触子１
に接続された送信部２と、同じく超音波探触子１に接続
された受信部９と、受信部９に接続されたＢモード処理
部３と、同じく受信部９に接続されたカラードップラ処
理部４と、Ｂモード処理部３およびカラードップラ処理
部４に接続された画像処理部５と、画像処理部５に接続
された表示部６とを有する。また、送信部２、受信部
９、Ｂモード処理部３、カラードップラ処理部４、画像
処理部５、表示部６の動作を制御する制御部７が配置さ
れ、制御部７は操作部８からの入力にしたがって制御を
おこなう。
【００２４】超音波探触子１は、図示を省略した複数の
超音波振動子によって構成される超音波振動子アレイか
らなる構造を有する。この超音波振動子は、たとえばチ
タン酸ジルコン酸鉛等の圧電材料からなり、入力された
電気信号に応じた超音波を発信し、また、外部から加え
られた超音波による音響振動に対して電気特性が変化す
る機能を有する。
【００２５】音波探触子１は、送信部２によって指定さ
れた方位、強度、焦点距離および周期に応じて超音波ビ
ームを発信し、反射波であるエコーを受信するためのも
のである。なお、本実施の形態においては、超音波探触
子１は超音波ビームの送信およびエコーを受信する機能
を併せ持つものとしているが、送信部と受信部を別々に
設けた構成としてもよい。発信する超音波ビームは、図
３に示すように、発信源を超音波ビームの発信方向と垂
直な方向に移動させることにより撮像するものと、図４
に示すように、発信源を固定して発信方位をかえること
により撮像するものと２通りある。なお、図３に示す超
音波ビーム発信では、撮像される画像は外周部が長方形
形状となり、図４に示す超音波ビーム発信では、撮像さ
れる画像は扇型形状となる。本実施の形態においては、
図３に示す超音波ビーム発信によって広域画像および小
領域画像を撮像する。
【００２６】送信部２は、超音波探触子１を構成する複
数の超音波振動子の振動を制御してこれらの超音波振動
子から超音波ビームを発信させる処理部である。具体的
には、超音波振動子アレイを構成する個々の超音波振動
子に対して所定のパルス、強度および時間的遅延を有す
る電気信号を入力することで、個々の超音波振動子から
生じる超音波を合成して、一定の角度に指向性を有する
超音波ビームを発信させる。
【００２７】受信部９は、超音波探触子１を構成する複
数の超音波振動子によって受信されるエコーの受信音線
の方位およびエコー受信の焦点に対応した時間的遅延を
個々のエコーに対して付与して加算し、所定の音線およ
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び焦点に合致したエコー受信信号を形成する処理部であ
る。
【００２８】Ｂモード処理部３は、Ｂモード画像信号を
形成するためのものである。Ｂモード処理部３は、対数
増幅ユニットと包絡線ユニットを有し、受信部９によっ
て形成されたエコー受信信号を対数増幅し、包絡線検波
ユニットで包絡線検波して、音線上の個々の反射点での
エコーの強度を表す信号を得る機能を有する。そして、
得られたエコー強度信号の各瞬時の振幅を輝度値とし
て、Ｂモード画像信号を形成する。
【００２９】カラードップラ処理部４は、カラードップ
ラ画像信号を形成するためのものである。カラードップ
ラ処理部４は、図２に示すように、直交検波ユニット１
１と、直交検波ユニット１１に接続したＭＴＩフィルタ
１２と、ＭＴＩフィルタ１２に接続した自己相関ユニッ
ト１３と、自己相関ユニット１３に接続した平均流速演
算ユニット１４、分散演算ユニット１５、パワー演算ユ
ニット１６とからなる。なお、平均流速演算ユニット１
４、分散演算ユニット１５、パワー演算ユニット１６は
それぞれ、画像処理部５に接続している。
【００３０】直交検波ユニット１１は、受信部９によっ
て形成されたエコー受信信号からドップラ信号の同相成
分および直交成分を抽出するためのものである。また、
ＭＴＩフィルタ１２は、ドップラ信号の同相成分および
直交成分より、動きのある成分だけを抽出するＭＴＩ処
理をおこなうためのものである。さらに、自己相関ユニ
ット１３は、ＭＴＩ処理により抽出された同相成分およ
び直交成分に対して自己相関演算をおこなうことにより
ドップラ成分を算出するためのものである。そして、平
均流速演算ユニット１４は、ドップラ成分から速度を算
出するためのものであり、分散演算ユニット１５は、ド
ップラ成分から速度の分散値を算出するためのものであ
る。さらに、パワー演算ユニット１６は、ドップラ成分
のパワーを算出するためのものである。算出された速
度、速度の分散値、パワーを含むカラードップラ画像信
号は画像処理部５に対して出力される。
【００３１】表示部６は、画像処理部５で生成されたＢ
モード画像およびカラードップラ画像を表示するための
ものである。本実施の形態において表示部６は、ＣＲＴ
等のディスプレイからなり、Ｂモード画像の上にカラー
ドップラ画像を重ねて表示する形式で画像を表示する。
なお、表示部６はＢモード画像およびカラードップラ画
像を直接表示するものでなくとも、たとえばレーザプリ
ンタのように紙など他の媒体に対して出力するものでも
よい。また、Ｂモード画像およびカラードップラ画像を
別々に表示するものでもよい。
【００３２】次に、本実施の形態にかかる超音波撮像装
置を用いて、Ｂモード画像およびＢモード画像と同等の
領域を有する広域画像であるカラードップラ画像を撮像
する方法について、説明する。本実施の形態における撮
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7
像は、Ｂモード画像と、カラードップラ画像の撮像によ
っておこなわれる。まず、Ｂモード画像の撮像につい
て、説明する。
【００３３】最初に、超音波探触子１を、撮像対象に対
して所望の場所に当接することによって位置決めをおこ
なう。そして、操作部８を操作して送信する超音波ビー
ムの角度範囲、撮像する領域の深度、方位分解能等を決
定する。
【００３４】そして、制御部７は、操作部８から入力さ
れた情報に基づいて、送信部２をアクティブにし、超音
波探触子１から超音波ビームを発信させる。具体的に
は、送信部２は、制御部７の指令を受けて超音波探触子
１を構成する個々の超音波振動子に対してそれぞれ適切
な電気信号を送り、所定の角度に指向性を有する超音波
ビームを発信させる。
【００３５】その後、制御部７は送信部２を停止させ、
受信部９をアクティブにし、発信した超音波ビームに対
する反射波であるエコーを受信する。撮像対象からかえ
ってきたエコーは超音波探触子１を構成する複数の超音
波振動子によって受信され、受信部９に伝えられる。受
信部９は、個々の超音波振動子によって受信された超音
波に対して適当な時間的遅延を付与して加算し、発信し
た超音波ビームの方向からのエコーを形成する。
【００３６】そして、制御部７は、Ｂモード処理部３を
アクティブにして、Ｂモード処理部３は、受信部９で形
成されたエコーを受け取る。Ｂモード処理部３は、受け
取ったエコーを対数増幅し、包絡線検波をおこなうこと
でエコーの強度を表す信号を形成する。
【００３７】その後、Ｂモード処理部３で形成された強
度信号は、画像処理部５において位置情報を有する輝度
値に変換され、表示部６に送られる。表示部６は、画像
処理部５から得られた輝度値をもとに２次元平面からな
る画像を表示する。
【００３８】次に、カラードップラ画像の撮像につい
て、説明する。Ｂモード処理部３でエコー強度信号が形
成され、画像処理部５に出力されたのを受けて、制御部
７は、Ｂモード処理部３を停止し、カラードップラ処理
部４をアクティブにする。また、制御部７は、送信部２
をアクティブにして指令を送り、所定の超音波ビームを
送信させる。送信部２は、所定の角度範囲に渡って超音
波ビームを発信するよう、超音波探触子１を制御する。
【００３９】そして、超音波ビームの発信後、制御部７
は送信部２を停止し、受信部９をアクティブにする。受
信部９は、超音波探触子１を構成する個々の超音波振動
子において受信した超音波に対して適当な時間遅延を付
与して加算し、発信した超音波ビームの方向からのエコ
ーを形成する。なお、以上の超音波ビームの発信および
エコーの受信は、カラードップラ画像の撮像では複数回
おこなわれる。
【００４０】そして、受信部９で形成されたエコーは、
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カラードップラ処理部４に送られ、カラードップラ処理
部４は、カラードップラ画像信号を形成する。具体的に
は、カラードップラ処理部４は、エコーに対して直交検
波ユニット１１で同相成分および直交成分を抽出し、Ｍ
ＴＩフィルタ１２でＭＴＩ処理をおこなう。さらに、自
己相関ユニット１３において自己相関を求め、自己相関
結果から平均流速演算ユニット１４において流動部分に
対して平均速度を求め、分散演算ユニット１５において
速度の分散値を求め、パワー演算ユニット１６において
流動部分のパワーを算出する。そして、算出された平均
速度、速度の分散値、パワーを含むカラードップラ画像
信号は画像処理部５に対して出力される。
【００４１】その後、画像処理部５は、得られた流動部
分の平均速度、速度の分散値、パワーに基づいてカラー
ドップラ画像を生成する。具体的には、たとえば、超音
波探触子１に接近する方向の変位部分については赤色で
表示し、超音波探触子１から遠ざかる方向の変位部分に
ついては青色で表示するものとする。そして、変位する
平均速度が大きいほど高い輝度値を有するものとする。
最後に、表示部６は、画像処理部５で生成されたカラー
ドップラ画像をＢモード画像に重ね合わせて表示する。
以上の工程によって、図６（ａ）に示すように、Ｂモー
ド画像２０と、広域画像であるカラードップラ画像１９
が表示される。
【００４２】次に、広域画像を表示部６に出力した後
に、広域画像の一部領域について小領域画像を撮像する
方法について、図５に示すフローチャートを参照して、
説明する。まず、表示部６に表示された広域画像から、
小領域画像を撮像する部分を決定する（ステップＳ１０
１）。具体的には、撮像者が広域画像を目視で観察する
ことによって、小領域画像を撮像する部分を決定しても
よいし、制御部７が一定の条件を満たすカラードップラ
画像部分を自動的に抽出して撮像する部分を決定しても
よい。本実施の形態１においては、図６（ａ）に示すと
おり、カラードップラ画像１９によって得られた血流２
１に注目し、血流２１を含む部分について、小領域画像
を撮像することとする。
【００４３】そして、図６（ａ）に示すように、Ｂモー
ド画像２０と、カラードップラ画像１９とで構成された
うち、血流２１の存在する部分に対して、操作部８に設
けられたポインティングデバイスによって基準点２２を
設定する（ステップＳ１０２）。なお、基準点２２の設
定は、広域画像上で座標を指定することにより設定して
もよい。
【００４４】その後、図６（ｂ）に示すように、カラー
ドップラ画像１９の撮像範囲を、基準点２２にあわせて
縮小する（ステップＳ１０３）。具体的には、図６
（ａ）におけるカラードップラ画像の上辺の一部および
左辺の一部と、基準点２２に関して上辺と対称に位置す
る直線と、基準点２２に関して左辺と対称に位置する直
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9
線とで囲まれる領域になるまで、制御部７は、カラード
ップラ画像の撮像範囲を縮小する。個々で、図６（ｂ）
に示すように、横方向よりも縦方向の方が縮小幅は大き
いため、縮小する速度も速い。以上の工程を経て、図６
（ｂ）に示すように新たなカラードップラ画像２３から
なる小領域画像が撮像され、表示部６によって小領域画
像が表示される。
【００４５】本実施の形態にかかる超音波撮像装置は、
次のような利点を有する。まず、広域画像から小領域画
像を撮像するにあたって、小領域画像の領域について、
撮像対象領域からはずれることがないという利点を有す
る。したがって、広域画像の表示から小領域画像を撮像
するまでの間においても常に興味の対象である血流２１
を観察し続けることができる。このことは、超音波診断
において効率的であるとともに、血流２１が移動する場
合についても有効である。すなわち、小領域画像を撮像
するまでに血流２１が移動して当初予定していた小領域
画像の領域からはずれる場合であっても、観察者は血流
２１の移動を検知できるため、適宜基準点２２の位置を
変更することができるためである。
【００４６】また、広域画像であるカラードップラ画像
２３を参照しながら、基準点２２の設定をおこなうこと
ができる。本実施の形態においては、観察者は、広域画
像を参照しながら操作部８により基準点２２を設定でき
るため、従来の超音波撮像装置のように予測によって小
領域画像の領域を設定する必要がない。
【００４７】さらに、カラードップラ画像について小領
域画像を撮像することで次の利点を有する。すなわち、
カラードップラ処理部４は、図２で示したように多数の
ユニットからなり、複雑な処理をおこなう。したがっ
て、カラードップラ画像について撮像領域を小さくする
ことで、これらの処理に必要な演算処理の量を低減する
ことができ、迅速な撮像が可能となる。
【００４８】なお、小領域画像の撮像については、広域
画像と同等の分解能で撮像をおこなってもよいが、広域
画像よりも高い分解能で撮像をおこなってもよい。小領
域画像の撮像領域は小さいため、高い分解能で撮像をお
こなっても撮像にかかる時間はそれほどかからないため
である。
【００４９】また、本実施の形態においては、Ｂモード
画像を固定し、カラードップラ画像について撮像範囲を
変更することとしているが、必ずしもこれに限定され
ず、カラードップラ画像を固定して、Ｂモード画像につ
いて撮像範囲を変更してもよい。小領域画像の撮像方法
は、ステップＳ１０１～１０３でも示したように、撮像
画像のモードによって制限を受けるものではないため、
ステップＳ１０１～１０３で示した方法と同様の方法に
よってＢモード画像について、小領域画像を撮像するこ
とができる。Ｂモード画像について小領域画像を撮像す
ることにより、カラードップラ画像では表示されにくい*
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*臓器などについても小領域画像で観察することができる
という利点が生じる。
【００５０】同様に、カラードップラ画像およびＢモー
ド画像以外の、たとえば、超音波Bモード法により造影
剤を用いずに血流を表示することのできるＢ－Ｆｌｏｗ
画像などについて広域画像の撮像をおこない、小領域画
像を撮像するものとしても良い。このように、本発明
は、画像のモードには限定されず、あらゆる画像モード
に対して適用することが可能である。
【００５１】さらに、Ｂモード画像およびカラードップ
ラ画像の外周形状は図６で示したように四辺形形状とし
たが、図４に示すような扇型形状からなるものとしても
よい。この場合、小領域画像についても扇型形状からな
るのはもちろんである。また、本実施の形態では人体の
診断に用いる場合に即して説明したが、本実施の形態に
かかる超音波撮像装置の用途は、これに限定されるもの
ではない。
【００５２】
【発明の効果】上述してきたように、第１の観点にかか
る発明によれば、広域画像内に所在する所定サイズの小
領域画像を表示する際に、広域画像内の所望の位置を基
準点として指示して小領域の画像を撮像する構成とした
ため、小領域のサイズを指定してから撮像する場合と比
較して、所望の小領域についての画像を確実に撮像し、
画像表示部に表示することができるという効果を奏す
る。
【００５３】また、第２の観点にかかる発明によれば、
小領域画像がカラードップラ画像であるという構成とし
たため、カラードップラ画像の表示に必要な処理に関す
る負担を軽減し、迅速に画像を表示することのできる超
音波撮像装置を提供することができるという効果を奏す
る。
【００５４】また、第３の観点にかかる発明によれば、
小領域画像がＢモード画像であるという構成としたこと
で、装置の負担を軽減し、迅速な画像の表示が可能な超
音波撮像装置を提供することができるという効果を奏す
る。
【００５５】また、第４の観点にかかる発明によれば、
広域画像の外周形状と、小領域画像の外周形状とが相似
の形状となるという構成としたため発信する超音波ビー
ムの方位等を共通のものとすることができ、撮像効率の
よい超音波撮像装置を提供することができるという効果
を奏する。
【００５６】また、第５の観点にかかる発明によれば、
小領域画像の外周において、広域画像における外周と共
通部分を有する構成としたため、小領域画像の撮像にお
ける超音波ビーム発信の条件が、広域画像の撮像におけ
るものと一部共通化することができ、迅速な撮像をおこ
なうことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の実施の形態にかかる超音波撮像装置の
構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかる超音波撮像装置に
含まれるカラードップラ処理部の構成を示すブロック図
である。
【図３】本発明の実施の形態にかかる超音波撮像装置に
よる走査の概念図である。
【図４】本発明の実施の形態にかかる超音波撮像装置に
よる走査の概念図である。
【図５】本発明の実施の形態にかかる超音波撮像装置を
用いて広域画像および小領域画像を撮像する方法を示す
フローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態にかかる超音波撮像装置を
用いて撮像した広域画像および小領域画像の撮像範囲を
示す概念図である。
【図７】従来技術にかかる広域画像および小領域画像の
撮像の概念図である。
【符号の説明】
１  超音波探触子 *
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*２  送信部
３  Ｂモード処理部
４  カラードップラ処理部
５  画像処理部
６  表示部
７  制御部
８  操作部
９  受信部
１１  直交検波ユニット
１２  ＭＴＩフィルタ
１３  自己相関ユニット
１４  平均流速演算ユニット
１５  分散演算ユニット
１６  パワー演算ユニット
１７、１８  超音波ビーム
１９、２３、３２、３４  カラードップラ画像
２０、３１  Ｂモード画像
２１、３３  血流
２２  基準点

【図１】 【図３】

【図４】 【図５】
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/GB02 4C301/HH02 4C301/HH04 4C301/HH16 4C301/HH24 4C301/HH37 4C301/HH38 4C301/HH52 
4C301/HH54 4C301/JB11 4C301/JB28 4C301/JB29 4C301/JB36 4C301/JB50 4C301/KK02 4C301
/KK27 4C301/KK30 4C601/BB05 4C601/BB06 4C601/BB07 4C601/DD03 4C601/DE01 4C601/EE09 
4C601/EE30 4C601/GB01 4C601/GB03 4C601/HH04 4C601/HH05 4C601/HH13 4C601/HH14 4C601
/HH15 4C601/HH22 4C601/HH31 4C601/JB01 4C601/JB11 4C601/JB21 4C601/JB22 4C601/JB23 
4C601/JB24 4C601/JB28 4C601/JB30 4C601/JB34 4C601/JB41 4C601/JB43 4C601/JB45 4C601
/JB60 4C601/JC37 4C601/KK02 4C601/KK12 4C601/KK31

代理人(译) 酒井宏明

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种超声成像设备，该超声成像设备能够通过指定在
广域中捕获的广域图像的一部分来在捕获小区域图像时可靠地捕获所需
部分。 从通过常规方法成像的彩色多普勒图像19中，设置小区域图像的
成像范围以包括需要详细观察的血流21。 然后，设置参考点22，将超声
波束发射到以参考点22为中心的小区域，并且基于超声束的回波获得作
为小区域图像的彩色多普勒图像23。 因为参考点22是参考彩色多普勒图
像19设置的，所以对于期望区域可以可靠地捕获小区域图像。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/037fadb7-a584-490d-b2f3-c39c3d1a4cdb
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019137340/publication/JP2003116854A?q=JP2003116854A

